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 別表１ 公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域  

 

 【一般民有林】 

１ 共通のゾーニング  

区 分 
森林の区域 面積（ｈａ） 

備 考 
林班 小 班 林班計 区分計 

水源涵養林 １ 全域 ２７．８５ ３，３６５．９２ 

 

 

 

２ １～１３、１５、３０～４４、４６～６４、７１、７

４、７７、８２、８４、８９、１１１、１１８、１３

５、１３９～１４１ 

５８．８０ 

  

３ 全域 ６９．３６  

５ 全域 ５１．５７  

１０ 

１～３、５～１０、１３～２０、２２

～２６、２８～３０、３２～３４、３

７～５１、６５～６８ 

７６．８４  

１１ 全域 ９９．５２  

１２ 全域 １００．２４  

１３ 全域 ７３．３７  

１６ 全域 ４２．８９  

１７ 全域 １１４．９９  

２１ 全域 ６３．０９  

２２ 全域 ６３．１４  

２３ 全域 ８７．４０ 水源涵養保安林 

２４ 全域 １２０．８０ 水源涵養保安林 

２５ 全域 ８３．１３ 水源涵養保安林 

２６ 全域 １２２．３５ 水源涵養保安林含む 

２７ 全域 １０２．９７ 水源涵養保安林含む 

２８ 全域 ８２．６９ 水源涵養保安林 

２９ 全域 ８６．６０ 水源涵養保安林 

３０ 全域 ８４．５９ 水源涵養保安林 

３１ 全域 １１．３２  

３２ 全域 ５７．６１  

３３ 全域 ８４．３５  

３４ 全域 ９１．２３  

３５ 全域 ６８．０６  

３６ 全域 ６３．４１  

３７ 全域 １０４．１４  

３８ 
１～１２、１５～２７、２９～３２、

３４、３５、３７～４１ 
１１９．１８  

３９ 
２～５、７～１４、２９、３０、３２

～３８、４０～４４、４８～５５ 
７７．８９ 水源涵養保安林含む 
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４０ 全域 ６２．４８ 水源涵養保安林 

４１ １～７ ８７．５５ 水源涵養保安林含む 

４２ 全域 ５８．７２  

４３ １～１０、１２～２９、３３～５２ １０３．６５  

４４ 全域 ５３．００  

４５ 全域 １０４．０８ 水源涵養保安林含む 

４６ 全域 １１５．５３ 水源涵養保安林 

４７ 全域 １３２．３８ 水源涵養保安林含む 

４８ 全域 ７４．１７  

５０１ 全域 ５５．１９ 
水源涵養保安林 

保健保安林 

５０２ 全域 ９４．９３ 
水源涵養保安林 

保健保安林 

５０３ 全域 １３４．８６ 
水源涵養保安林 

保健保安林 

山地災害防止林 ３８ ２８ ４．６４ １７．０８ 土砂流出防備保安林 

３９ １、６、１５～２８、４５～４７ ９．１１ 

土砂崩壊防備保安林 

土砂流出防備保安林 

砂防指定地 

４１ ８ ０．０７ 砂防指定地 

４３ １１、３０、３１ ３．２６ 
土砂流出防備保安林 

砂防指定地 

生活環境保全林 ２ ２２～２８、９６、９８～１０５、１０７ 

～１１０、１３６～１３８、１４２、１４３ 

３９．２１ ３９．２１ 防風保安林含む 

保健・文化機能等維持林 ５０１ 全域 ５５．１９ ２８４．９８ 水源涵養保安林 

保健保安林 

５０２ 全域 ９４．９３ 水源涵養保安林 

保健保安林 

５０３ 全域 １３４．８６ 水源涵養保安林 

保健保安林 

木材等生産林 ４ 全域 ４７．７０ ６１９．５５ 

 

 

 

６ 全域 ５８．０６  

７ 全域 １０６．６４  

８ 全域 ６１．５７  

９ 全域 ６１．３７  

１０ ２１ ０．７５  

１８ 全域 ８３．２３  

１９ 全域 １０２．８２  

２０ 全域 ９７．４１  

 
特 に 効 率 的 な 施

業が可能な森林 

７ ２、６ １４．００ １３５．０６  

９ ２３、４５～４７、５７、５８、６１、 ８．５２  
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６２、６８ 

１０ ２１ ０．７５  

１８ 

３、７、９、１２、１６，１８、１９、 

２２、２５、３３～３５、３８、４５、 

５０、５１、５３、５６、６１、６７、 

６８、７０、７１、７３、７５～７８、 

８０、８１、８８、８９ 

４４．２１ 

 

１９ 

２、３、６、７、９～１１、 

１４、１８、１９、２３、２７、 

３０～３３、４０、４２、８０～８９ 

３７．２４ 

 

２０ 

１４、１６、１８、１９、２４、２６、 

２７、３４、３８、４０、５８、５９ 

６３～６８、７２、８０～８２ 

３０．３４ 

 

 

２ 上乗せのゾーニング 

区 分 
森林の区域 面積（ｈａ） 

備 考 
林班 小 班 林班計 区分計 

水資源保全ゾーン      

生物多様性保全ゾーン      

 
水辺林タイプ      

保護地域タイプ      

 

【道有林】 

１ 共通のゾーニング 

区 分 
森林の区域 面積（ｈａ） 

備 考 
林班 小 班 林班計 区分計 

水源涵養林 ４ 全域 １２１．９４ １，４５１．２９  

５ １１、１２、２４、２６、３３、３４、５３、 

５４、５７、６２、６５～６８、７０～７２、７４、 

７９、８６、８７、９１、９８ 

１９５．５０  

１８ 全域（２９ 除く） ２８５．５０  

１９ 全域 １７７．６６  

２０ 全域 ３３７．４５  

２１ 全域 １２９．８６  

２２ 全域 ２０３．３８  

山地災害防止林 ５ ０９、１３、１６、２２、４８、４９、７５～７８、

８０、８５ 

７０．４８ ２，９５５．８７  

６ 全域 １３３．９９  

７ 全域 ２９７．５９  

８ 全域 ２１７．６５  

９ 全域 ２５５．５９  
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１０ 全域 ７６．８８  

１１ 全域 １１７．３８  

１２ 全域 ２２０．５９  

１３ 全域 ２４９．０５  

１４ 全域 ２５３．０２  

１５ 全域 １９１．１７  

１６ 全域 ３０４．３５  

１７ 全域 ５６８．１３  

生活環境保全林      

保健・文化機能等維持林 １ 全域 ７３．９５ ４８２．８４ 

※山地災害防止

林と重複面積 

（１３７．８４） 

 

 

３ 全域 ９０．１２  

５ １３～１６、２１、２３、２５、２７、２８、４８、

５１、５２、５５、５６、５８、６０、６１、６３、

６４、６９、７３、８１～８４ 

２０３．９５  

６ ２３、２４、５２、５６、５７、６２ ４８．３０  

７ ３２、５１、 １９．２３  

１０ ２１、５２、 １９．４０  

１１ １４ ２１．７１  

１８ ２９ ６．１８  

木材等生産林      

 

２ 上乗せのゾーニング 

区 分 
森林の区域 面積（ｈａ） 

備 考 
林班 小 班 林班計 区分計 

水資源保全ゾーン      

生物多様性保全ゾーン      

 
水辺林タイプ      

保護地域タイプ １８ ２９ ６．１８ ６．１８  
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別表２ 森林施業の方法を特定すべき森林の区域 

 

【一般民有林】 

区 分 施業の方法 
森林の区域 面積（ｈａ） 森林経営計画における主な実施基準

（注１） 林班 小 班 林班計 区分計 

水源の涵養

の機能の維

持増進を図

るための森

林施業を推

進すべき森

林 

伐期の延長を推進すべき 

森林 

１ 全域 ２７．８５ ３，３６５．９２ 主伐林齢：標準伐期齢＋１０年以上 

皆伐面積：２０ｈａ以下 ２ １～１３、１５、３０～４４、

４６～６４、７１、７４、７

７、８２、８４、８９、１１

１、１１８、１３５、１３９

～１４１ 

５８．８０ 

 

３ 全域 ６９．３６ 

５ 全域 ５１．５７ 

１０ 

１～３、５～１０、１

３～２０、２２～２

６、２８～３０、３２

～３４、３７～５１、

６５～６８ 

７６．８４ 

１１ 全域 ９９．５２ 

１２ 全域 １００．２４ 

１３ 全域 ７３．３７ 

１６ 全域 ４２．８９ 

１７ 全域 １１４．９９ 

２１ 全域 ６３．０９ 

２２ 全域 ６３．１４ 

２３ 全域 ８７．４０ 

２４ 全域 １２０．８０ 

２５ 全域 ８３．１３ 

２６ 全域 １２２．３５ 

２７ 全域 １０２．９７ 

２８ 全域 ８２．６９ 

２９ 全域 ８６．６０ 

３０ 全域 ８４．５９ 

３１ 全域 １１．３２ 

３２ 全域 ５７．６１ 

３３ 全域 ８４．３５ 

３４ 全域 ９１．２３ 

３５ 全域 ６８．０６ 

３６ 全域 ６３．４１ 

３７ 全域 １０４．１４ 

３８ １～１２、１５～２ １１９．１８ 
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７、２９～３２、３４、

３５、３７～４１ 

３９ 

２～５、７～１４、２

９、３０、３２～３８、

４０～４４、４８～５

５ 

７７．８９ 

４０ 全域 ６２．４８ 

４１ １～７ ８７．５５ 

４２ 全域 ５８．７２ 

４３ 
１～１０、１２～２

９、３３～５２ 
１０３．６５ 

４４ 全域 ５３．００ 

４５ 全域 １０４．０８ 

４６ 全域 １１５．５３ 

４７ 全域 １３２．３８ 

４８ 全域 ７４．１７ 

５０１ 全域 ５５．１９ 

５０２ 全域 ９４．９３ 

５０３ 全域 １３４．８６ 

伐採面積の規模の縮小を 

行うべき森林（注２） 
   

 主伐林齢：標準伐期齢＋１０年以上 

皆伐面積：１０ｈａ以下 

森林の有す

る土地に関

する災害の

防止機能、

土壌の保全

の機能、快

適な環境の

形成の機能

又は保健機

能の維持増

進図るため

の森林施業

を推進すべ

き森林 

長伐期施業を推進すべき 

森林（注３） 
 

   主伐林齢：標準伐期齢の概ね２倍以上 

皆伐面積：２０ｈａ以下 

複層林施業

を推進すべ

き森林 

複層林施業を

推進すべき森

林（択伐によ

るものを除

く） 

２ 

２２～２８、９６、９８

～１０５、１０７～１１０、 

１３６～１３８、１４２、 

１４３ 

３９．２１ ４０.７７ 主伐林齢：標準伐期齢以上 

伐採率：７０％以下 

その他：標準伐期齢時の立木材積の 

１／２以上を維持する 

３９ １ ０．８７ 

４１ ８ ０．０７ 

４３ １１ ０．６２ 

択伐による複

層林施業を推

進すべき森林 

３８ ２８ ４．６４ ３００．５０ 主伐林齢：標準伐期齢以上 

伐採率：３０％以下又は４０％以下 

その他：標準伐期齢時の立木材積の７

／１０以上を維持する 

３９ ６、１５～２８、４５～４７ ８．２４ 

４３ ３０、３１ ２．６４ 

５０１ 全域 ５５．１９ 

５０２ 全域 ９４．９３ 

５０３ 全域 １３４．８６ 

特定広葉樹の育成を行う森

林施業を推進すべき森林 
   

 特定広葉樹について、標準伐期齢時の

立木材積を維持する 

 

【道有林】 

区 分 施業の方法 森林の区域 面積（ｈａ） 森林経営計画における主な実施基準
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（注１） 

  林班 小 班 林班計 区分計  

水源の涵養

の機能の維

持増進を図

るための森

林施業を推

進すべき森

林 

伐期の延長を推進すべき 

森林 

４ 全域 １２１．９４ １，４５１．２９ 主伐林齢：標準伐期齢＋１０年以上 

皆伐面積：２０ｈａ以下 ５ １１、１２、２４、 

２６、３３、３４、５３、 

５４、５７、６２、６５～ 

６８、７０～７２、７４、 

７９、８６、８７、９１、 

９８ 

１９５．５０ 

１８ 全域（２９ 除く） ２８５．５０ 

１９ 全域 １７７．６６ 

２０ 全域 ３３７．４５ 

２１ 全域 １２９．８６ 

２２ 全域 ２０３．３８ 

伐採面積の規模の縮小を 

行うべき森林（注２） 
 

   主伐林齢：標準伐期齢＋１０年以上 

皆伐面積：１０ｈａ以下 

森林の有す

る土地に関

する災害の

防止機能、

土壌の保全

の機能、快

適な環境の

形成の機能

又は保健機

能の維持増

進図るため

の森林施業

を推進すべ

き森林 

長伐期施業を推進すべき 

森林（注３） 

    主伐林齢：標準伐期齢の概ね２倍以上 

皆伐面積：２０ｈａ以下 

複層林施業

を推進すべ

き森林 

複層林施業を

推進すべき森

林（択伐によ

るものを除

く） 

１ 全域 ７３．９５ ３，２９４．６９ 主伐林齢：標準伐期齢以上 

伐採率：７０％以下 

その他：標準伐期齢時の立木材積 

の１／２以上を維持する 

３ 全域 ９０．１２ 

５ ０９、１３～１６、２１～ 

２３、２５、２７、２８、 

４８、４９、５１、５２、 

５５、５６、５８、６０、 

６１、６３、６４、６９、 

７３、７５～７８、８０～ 

８５ 

２４５．２３ 

６ 全域 １３３．９９ 

７ 全域 ２９７．５９ 

８ 全域 ２１７．６５ 

９ 全域 ２５５．５９ 

１０ 全域 ７６．８８ 

１１ 全域 １１７．３８ 

１２ 全域 ２２０．５９ 

１３ 全域 ２４９．０５ 

１４ 全域 ２５３．０２ 

１５ 全域 １９１．１７ 

１６ 全域 ３０４．３５ 

１７ 全域 ５６８．１３ 



36 

 

択伐による複

層林施業を推

進すべき森林 

１８ ２９ ６．１８ ６．１８ 主伐林齢：標準伐期齢以上 

伐採率：３０％以下又は４０％以下 

その他：標準伐期齢時の立木材積 

の７／１０以上を維持する 

特定広葉樹の育成を行う 

森林施業を推進すべき森林 

    特定広葉樹について、標準伐期齢時の

立木材積を維持する 

注１）森林経営計画を作成して施業を行う場合、本表の区分毎の具体的な施業方法については、注２に定める方法のほか、農林水産省令（森林

法施行規則）で定められる実施基準に適合した方法とする必要がある。 

注２）「伐採面積の規模の縮小を行うべき森林」では、森林経営計画の実施基準として、皆伐の１伐区あたりの伐採面積は１０ｈａ以下とする必

要がある。 

注３）「長伐期施業を推進すべき森林」では、森林経営計画の実施基準として、主伐可能な林玲を次のとおりとする必要がある。 

 樹種 主伐可能な林齢 

人工林 

エゾマツ・アカエゾマツ ９６年以上 

トドマツ ６４年以上 

カラマツ（グイマツとの交配種を含む） ４８年以上 

その他針葉樹 ６４年以上 

カンバ・ドロノキ・ハンノキ・（天然林を含む） ４８年以上 

その他広葉樹 ６４年以上 

天然林 
主として天然下種によって生立する針葉樹 ９６年以上 

主として天然下種によって生立する広葉樹 １２８年以上 
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別表３ 鳥獣害防止森林区域 

 

     【一般民有林】 

     

 

 

 

     【道有林】 

 

対象獣の種類 森林の区域 面積（ｈａ） 

設定なし   

対象獣の種類 森林の区域 面積（ｈａ） 

エゾシカ ７～９、１２ ９９１．４２ 


